
令和 5 年度 社会福祉法人美谷会事業報告 

 

昭和 30 年 10 月に社会福祉法人として児童養護施設美谷学園の認可を得て 69 年、昭

和 42 年 2 月障害福祉分野に進出後 57 年、平成 12 年 3 月老人福祉分野に着手後 24 年

を経過し激変するそれぞれの分野における施策等環境の変化に対応して参りました。 

令和 2年度からの計画であった美谷の風の統合整備事業につきましては、令和 5年 4

月に統合を終えることができましたが、課題であった収支の改善が出来たとは言えず課

題は残ったままとなっています。美谷の風に限らず、美谷の里、飛鳥美谷苑につきまし

ても収支状況は悪く、現在の状況を改善していくことが法人運営の大きな課題となって

います。 

新型コロナ感染症が 5類になってからは、ご利用者の処遇はコロナ前と同じ状況に戻

りつつあります。感染者が発生しても重症化するケースは減ってきましたが、油断をす

ればクラスターになる状況は変わっていないのが現状です。 

人材確保につきましては、インドの日本語学校への協力から始まり、無事 4 名を技能

実習生として受け入れ、留学生・特定技能・技能実習生を法人全体で 15 名雇用し、人

材不足への対処を進めました。円安や物価高騰の中、給与のベースアップが求められる

といった激しい情勢変化の中、各施設事業の収支バランスの正常化への鋭意努力と基盤

強化（財務・人材）が求められます。  

以下に、令和 5 年度の事業の実施概要を報告します。 

１ 令和 5 年度監事監査・評議員会・理事会等の開催状況 

監事監査       令和 5 年 6 月 3 日（土） 

  定時評議員会   

令和 5年 6月 25日（日） 

第 1号議案  本会定款変更について 

第 2号議案  本会役員（監事、理事）の選任について 

第 3号議案   令和４年会計年度事業報告及び決算書類(収支計算書及び同

附属明細書、財産目録、貸借対照表)の承認について 

第 4号議案  社会福祉充実計画について 

第 5号議案  臨機の措置（美谷の里の空調熱源器入替工事について） 

  臨時評議員会  2回 

        令和 5年 10月 1日（日） 

第 1号議案  令和 5年度（福）美谷会第一次補正予算案について 

第 2号議案  本会定款の一部変更について 

第 3 号議案  臨機の措置(令和 5 年 7 月 28 日に実施された法人監査の指

摘事項に関する回答の事務手続き一切に係る内容について 

    令和 6年 3月 30日（土） 



第１号議案  定款第十一条(8)定款及び同細則の一部変更について 

第 2号議案  令和 5年度（福）美谷会第 2次補正予算案について 

第 3号議案  令和 6年度（福）美谷会事業計画案について 

第 4号議案  令和 6年度（福）美谷会事業予算案について 

第 5号議案  臨機の措置、その他 

理事会   5回 

  令和 5年 6月 10日（土） 

第 1号議案  定時評議員会開催日及び提出議案について 

第 2号議案  本会定款の変更について 

第 3号議案  令和 4 年会計年度事業報告及び決算書類（収支計算書及び

同附属明細書、財産目録、貸借対照表及び同附属明細書）の

承認 

第 4号議案   社会福祉充実計画について 

第 5号議案   臨機の措置（法令又は本会定款で定められた事項） 

       令和 5年 6月 25日（日） 

第 1号議案  代表理事の選定について 

       令和 5年 9月 23日（土） 

第 1号議案  令和 5年度（福）美谷会第一次補正予算案について 

第 2号議案  本会定款の一部変更について 

第 3号議案  本会定款細則及び本会規定の一部を改正する規程（案）に

ついて 

第 4号議案   第 1回臨時評議員会開催日及び提出議案について 

第 5号議案   臨機の措置、その他 

    令和 6年 1月 24日（水） 

第 1号議案  美谷の風事業の見直しについて 

第 2号議案  本会規程の一部を改正する規程（案）について 

第 3号議案  臨機の措置、その他（法令又は本会定款で定められた事項） 

    令和 6年 3月 9日 （土） 

第１号議案   令和 5年度第 1回臨時評議員会開催日及び提出議案につい

て 

第 2号議案   令和 5年度（福）美谷会第 2次補正予算案について 

第 3号議案   令和 6年度（福）美谷会事業計画案について 

第 4号議案   令和 6年度（福）美谷会事業予算案について 

第 5号議案   定款第 26条 1項、同細則第 29条 7項に挙げる法人の業務

執行上の必要(別表 1の 9 定款、各種規定の制定及び改発に

関すること他) 



第 6号議案  令和 6年度県業務委託事業 岐阜県地域生活定着支援セン

ターの入札(応札)について 

第 7号議案  その他、臨機の措置 

２ 主管課指導監査、実地指導等 

       法人    令和 5年 7月 28日 法人監査(岐阜県障害福祉課) 

                      ・文章指摘（議事録の備置、理事会の

招集手続き、従たる事務所の登記に

ついて）  

       美谷学園   令和 6年 2月 21日 指導監査（中濃県事務所） 

                      ・文書指導無し 

       美谷の里   令和 6年 2月 27日 実地指導（中濃県事務所） 

                      ・身体拘束を行う場合の個別支援計画

への記載 

       美谷の風  令和 5年 9月 21日 実地指導（中濃県事務所） 

                      ・生活介護計画に係るサービス担当者

会議の開催 

       ちゅうのう 令和 5年 12月 14日 実地指導（中濃県事務所） 

                      ・光熱水費の領収書の交付 

       飛鳥美谷苑 令和 5 年 11 月 20 日 老人福祉法指導監査・介護保険法実

地検査(岐阜地域福祉事務所) 

                      ・職員個人情報遵守同意書の不足、運

営規定・重要事項説明書の整合性 

３ 定款変更  R5. 6.28  基本財産の増（建物） 美谷の風 

        R5.10.10  役員報酬の上限額の変更 

４ 社会福祉事業   （拠点区分別事業報告明細書に記載） 

５ ボランテイア等育成事業他 

① 施設の行う行事への参加促進           

② 実習生・研修生の受け入れ 

養成校（短大、大学、専門）、教員養成大学、看護師養成校（大学、専門） 

③ 緊急雇用創出事業、代替職員確保による現任介護職員の研修等支援事業等へ

の取組み                   該当者無 

④ 機関紙の発行    児童施設「学園だより」、「結ふる美谷東京通信」 

障がい者施設 「美谷の里だより」、「美谷の風だより」 

           高齢者施設 ｢あすか｣、「やすらぎ」、「ゆいまーる」 

                 「ゆい通信」 

 



６ 福祉サービスの質の向上のための取組（社会福祉法 78 条） 

   ○自己評価結果の公表（美谷学園）         年 1 回 

   〇自己評価結果の公表（結ふる美谷）        年 1 回                      

   ○サービス点調整検委員会（全施設）        年 6 回 

    ○各務原市慈光園運営適正委員会          年 2 回 

〇社会福祉の増進に資する人材の育成・確保（外国人雇用、更生保護者） 

７ 重要な事務処理 

   ○美谷の風施設整備に係る事務手続き（岐阜県） 

○資産登記事務手続 ○税務署への損益計算報告 ○消費税の申告  

○現況報告 ○福祉医療機構及びふるさと財団への決算報告 

○監査指摘事項措置状況の確認   

８ 研修等    

○ ７施設運営協議会（毎月） ○財務処理研修会（税理士法人名南経営／月） 

○ 法定後見支援委員会（休止）、就業規則見直し委員会、ハラスメント調査委員

会 

９ 寄付金の状況  

施設単位の寄附は各拠点にて記載 

10 基本財産等の増減の状況   

  ＜建物の増＞ 

   岐阜県関市武芸川町谷口字西畑 1385 番地 1、1385 番地 2、1385 番地 3 字佛洞

1371 番地、1371 番地 4（家屋番号 1385 番 1）鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建

養護所（美谷の風）  1,182.40 ㎡   

11 職員寮利用状況（令和 6 年 3 月 31 日現在） 

     （ア）世帯用  ２    １室利用 

     （イ）単身用  ６    ５室利用 

12 未決案件 

   〇 関市一つ山   土地・建物の使途 

   〇 美谷の風・里に係る農福連携計画 


